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Ⅰ　新生児聴覚検査の意義
先天性聴覚障がいは、気づかないままでいると、言語発達及びコミュニケーションの発達が遅れ、情緒や社会性にも影響を与えます。聴覚障がいは、その程度が高度・重度であれば乳児期にほとんどは気付かれますが、軽度や中等度の場合は、２～３歳以降に「ことばの遅れ」などにより発見されることが多いです。聴覚障がいの発見と適切な支援が遅れた場合には、年齢相応の言語の発達が困難になります。近年の研究では、聴覚支援、言語支援が早ければ早いほど効果的であるとの報告があります。そのため、聴覚障がいを早期に発見し、子どもやその家族に適切な支援を行うことで、音声言語発達等への影響を最小限に抑え、コミュニケーションや言語発達を促進することは重要です。生後１か月までに新生児聴覚検査、生後３か月までに精密検査を実施し、生後６か月までに補聴器装用や療育を開始することを基本としています。
　
新生児聴覚検査は、耳音響放射検査（以下「ＯＡＥ」とする）や自動聴性脳幹反応検査（以下「自動ＡＢＲ」とする）など、熟練者ではなくても実施が可能で、ベッドサイドで自然睡眠下に短時間で実施でき、全新生児を対象とした検査が可能となりました。検査で異常が出た場合は「リファー（要再検、refer）」となります。この時点では難聴確定ではなく精密検査を受けることになります。

近年、先天性サイトメガロウイルス感染症による先天性難聴の場合、早期に治療をすると難聴の改善や進行の抑制効果が報告されていることにより、「リファー（要再検、refer）」となった児には生後3週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症検査をすることが推奨されています。

　また、片耳難聴は、もう一方の耳が正常であることから、日常生活に大きな支障がないと誤解されることもありますが、近年の研究では、言語発達、認知機能等の遅れのリスクが報告されており、支援が必要になることもあります。

早期に難聴を発見し早期に聴覚支援、療育支援を行うためには、全新生児を対象とした聴覚スクリーニング検査は大切です。重複障がいが疑われる子どもに関しても、早期から支援を行えば発達が促進されます。
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